
JP 2010-22055 A 2010.1.28

10

(57)【要約】
　
【課題】通信方法において、例えばＰＯＮ（Ｐａｓｓｉ
ｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）システムでア
イドルパターン送信時に、光信号において周期的な固定
パターンによる特定のスペクトルが生じることを抑制す
ることを目的としている。
【解決手段】　
　通信方法において、複数の加入者側通信装置と光カプ
ラを介して光ファイバで接続された局側通信装置から前
記複数の加入者側通信装置に送信されるデータをスクラ
ンブル符号化するスクランブル符号化工程を備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の加入者側通信装置と光カプラを介して光ファイバで接続された局側通信装置から
前記複数の加入者側通信装置に波長分割多重されて送信される映像信号および周期的な固
定パターンを含むデータのうち、周期的な固定パターンを含むデータをスクランブル符号
化するスクランブル符号化工程を備えたことを特徴とする通信方法。
【請求項２】
　前記周期的な固定パターンがアイドルパターンであることを特徴とする請求項１に記載
の通信方法。
【請求項３】
　前記スクランブル符号化工程でスクランブル符号化され、前記複数の加入者側通信装置
で受信された周期的な固定パターンを含むデータをスクランブル復号化するスクランブル
復号化工程を備えたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の通信方法。
【請求項４】
　前記局側通信装置から前記複数の加入者側通信装置に波長分割多重されて送信されるデ
ータに含まれる制御パターンに基づいて、前記スクランブル符号化工程でスクランブル符
号化を行うタイミングを制御するスクランブル符号化制御工程と、前記複数の加入者側通
信装置で受信された前記制御パターンに基づいて、前記スクランブル復号化工程でスクラ
ンブル復号化を行うタイミングを制御するスクランブル復号化制御工程を備えたことを特
徴とする請求項３に記載の通信方法。
【請求項５】
　複数の加入者側通信装置と光カプラを介して光ファイバで接続された局側通信装置から
前記複数の加入者側通信装置に波長分割多重されて送信される映像信号および周期的な固
定パターンを含むデータのうち、周期的な固定パターンを含むデータをスクランブル符号
化するスクランブル符号化部を備えたことを特徴とする通信方式。
【請求項６】
　前記周期的な固定パターンがアイドルパターンであることを特徴とする請求項５に記載
の通信方式。
【請求項７】
　前記スクランブル符号化部でスクランブル符号化され、前記複数の加入者側通信装置で
受信された周期的な固定パターンを含むデータをスクランブル復号化するスクランブル復
号化部を備えたことを特徴とする請求項５または請求項６に記載の通信方式。
【請求項８】
　前記局側通信装置から前記複数の加入者側通信装置に波長分割多重されて送信されるデ
ータに含まれる制御パターンに基づいて、前記スクランブル符号化部でスクランブル符号
化を行うタイミングを制御するスクランブル符号化制御部と、前記複数の加入者側通信装
置で受信された前記制御パターンに基づいて、前記スクランブル復号化部でスクランブル
復号化を行うタイミングを制御するスクランブル復号化制御部を備えたことを特徴とする
請求項７に記載の通信方式。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、局側通信装置と複数の加入者側通信装置とがスターカプラを介して光ファ
イバで接続されるポイント－マルチポイント通信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　マルチメディアサービスを各家庭まで伝送する従来のアクセス系ネットワークとして、
ＥＰＯＮ（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）　Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）システムが知られている（例えば非特許文献１参照）。このＥＰＯＮシステムは
、複数の加入者側通信装置（ＯＮＵ：Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｕｎｉｔ）と局
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側通信装置（ＯＬＴ：Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｌｉｎｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）がスターカプラを
介して光ファイバケーブルで接続されるものであり、複数のＯＮＵが単一のＯＬＴを共有
するため、経済的である。
　このＥＰＯＮシステムにおいては、例えばＯＬＴからＯＮＵへの下り方向のデータがな
い場合に送信されるアイドルパターンが固定パターンであるため、物理層では同じパター
ンが繰り返されることになる。
【０００３】
【非特許文献１】ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ
　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．３ａｈ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された従来の通信方法においては、例えばアイドルパターンが固定パ
ターンであるため、同じパターンが繰り返され、物理層としての光信号において特定のス
ペクトルが強く現れる。このため、例えば下り方向のデータ通信信号に映像信号の波長分
割多重を行った場合に、ＯＮＵに実装される光分波器がこの特定のスペクトルを十分に分
離できないと、データ通信信号が映像信号に影響を与えるという問題点があった。
【０００５】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、通信方法において、
例えばＥＰＯＮシステムといったＰＯＮシステムでアイドルパターン送信時に、光信号に
おいて周期的な固定パターンによる特定のスペクトルが生じることを抑制することを目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る通信方法は、複数の加入者側通信装置と光カプラを介して光ファイバで
接続された局側通信装置から前記複数の加入者側通信装置に波長分割多重されて送信され
る映像信号および周期的な固定パターンを含むデータのうち、周期的な固定パターンを含
むデータをスクランブル符号化するスクランブル符号化工程を備えたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明は、通信方法において、例えばＰＯＮシステムでアイドルパターン送信時に、
スクランブル符号化により固定パターンがランダムパターンに変換されるので、光信号に
おいて周期的な固定パターンによる特定のスペクトルが生じることを抑制することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
実施の形態１．
　この発明の実施の形態１による通信方法は、局側通信装置（ＯＬＴ：Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｌｉｎｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）から複数の加入者側通信装置（ＯＮＵ：Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｕｎｉｔ）に波長分割多重されて送信される周期的な固定パターンを含
むデータをスクランブル符号化することにより、特定のスペクトルが生じるのを抑制する
ことができるので、ＧＥ－ＰＯＮ（Ｇｉｇａｂｉｔ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）－Ｐ
ａｓｓｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）システムに波長分割多重技術を適用す
る場合に、ＯＮＵに実装される光分波器のスペックを緩和することができるものである。
【０００９】
　図１はこの発明の実施の形態１による通信方法におけるネットワークシステムを示す構
成図である。図において、１はデータ通信用ＰＯＮ制御部（ＯＬＴ）、２は入力された１
０ｂｉｔパラレルデータに対してスクランブル符号化を行うスクランブル符号化部、３は
パラレル－シリアル変換部、４は波長λ１（例えば１４９０ｎｍ帯）の光信号を発生する
光送信器である。５は映像信号用ＰＯＮ制御部（ＯＬＴ）、６は波長λ２（例えば１５５
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０ｎｍ帯）の光信号を発生する光送信器である。７は映像用の光信号とデータ用の光信号
を波長多重する光合波器である。８は映像用の光信号とデータ用の光信号を波長分離する
光分波器である。９は波長λ１の光信号用の光受信器、１３は波長λ２の光信号用の光受
信器である。１０はスクランブル復号化を行うスクランブル復号化部、１１はシリアル－
パラレル変換部、１２はデータ通信用ＰＯＮ制御部（ＯＮＵ）、１４は映像信号用ＰＯＮ
制御部（ＯＮＵ）である。
【００１０】
　次に動作について説明する。
　下りのデータはデータ通信用ＰＯＮ制御部（ＯＬＴ）１からイーサネット（登録商標）
の８Ｂ／１０Ｂの１０Ｂ信号の１０ｂｉｔパラレルデータとして出力される。この１０ｂ
ｉｔパラレルデータに対してスクランブル符号化部２ですべての下り信号に対してスクラ
ンブル符号化を行う。スクランブル符号化された１０ｂｉｔパラレルデータはパラレル－
シリアル変換部３によりパラレル－シリアル変換が行われ、光送信器４で電気－光変換さ
れて波長λ１の光信号としてＯＮＵへ伝送される。
【００１１】
　ここで、データ通信用のデータが、スクランブル符号化されることによりランダムパタ
ーンに変換されるので、特定のスペクトルの発生が抑えられる。なお、スクランブルとは
「かきまぜる」という意味で、ある変換則に従って原信号列を異なる信号列に変換し、原
信号列のマーク率（ディジタル符号の「１」が出現する確率）に無関係に、マーク率がほ
ぼ１／２のランダムな信号列とするものである。図２に示すように、スクランブルパター
ン生成部で生成されるパターン（例えば最大周期系列符号と呼ばれるパターン）と原信号
列との排他的論理和をとることにより、データ通信用のデータがスクランブル符号化され
る。
【００１２】
　一方、下りの映像信号も映像信号用ＰＯＮ制御部（ＯＬＴ）５から変調信号として出力
され、光送信器６で電気－光変換されて波長λ２の光信号としてＯＮＵに伝送される。
　これらの光信号は、光合波器７で波長多重され、図示しない光カプラを介して１芯光フ
ァイバ中を伝送する。伝送された光信号はＯＮＵ内の光分波器８で波長分離が行われ、デ
ータ通信用の光信号と映像用の光信号に分離された後、それぞれ光受信器９、光受信器１
３で光－電気変換される。
【００１３】
　映像用の信号は映像信号用ＰＯＮ制御部１４にて処理が行われる。光受信器９から出力
されたデータ通信用の信号はスクランブル復号化部１０にて８Ｂ／１０Ｂの１０Ｂ信号に
戻される。
【００１４】
　次にスクランブル復号化（解除）の動作について図３を用いて説明する。
　光受信器９から出力されたデータ通信用の信号はパターン検索部１７で入力パターンの
検索を行い、パターン検索部１７で一致したパターンをスクランブル解除部１８に通知す
るとともに、スクランブル解除部１８で解除に必要なパターンを用意し、入力データのス
クランブルを解除することにより、８Ｂ／１０Ｂ信号の１０Ｂシリアルデータを得る。
　スクランブル復号化された信号はシリアル－パラレル変換部３にてシリアル－パラレル
変換を行い、データ通信用ＰＯＮ制御部１２にて処理がされる。
【００１５】
　以上のように、この発明の実施の形態１による通信方法においては、ＯＬＴからＯＮＵ
に波長分割多重されて送信される周期的な固定パターンを含むデータをスクランブル符号
化することにより、特定のスペクトルが生じるのを抑制することができるので、ＧＥ－Ｐ
ＯＮシステムに波長多重技術を適用する場合に、ＯＮＵに実装される光分波器のスペック
（光学特性仕様）を緩和することができる。
　なお、波長多重光の各波長を取り出すための光フィルタをＯＮＵの光分波器の後に実装
する構成も考えられ、この場合には、本発明により、光フィルタのスペックを緩和する効
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果が期待される。
【００１６】
　また、この実施の形態１ではデータ通信用の下り主信号の全てにスクランブルを行うた
め、ＯＬＴ側でのスクランブル符号化を簡単に行うことができる。なお、ＯＮＵの受信側
はシリアルで処理を行うため処理速度の速い回路が必要になる。
【００１７】
実施の形態２．
　以上の実施の形態１では、ＯＮＵでのスクランブル復号化をシリアルデータで行うよう
にしたものであるが、次にパラレルデータでスクランブル復号化をするようにした実施の
形態２を示す。
　図４はこの発明の実施の形態２による通信方法におけるネットワークシステムを示す構
成図である。システム構成は実施の形態１とほぼ同じであるが、図５、図６に示すように
スクランブル符号化部２ａ、スクランブル復号化部１０ａの構成が異なる。
【００１８】
　次に動作について説明する。
　まず、スクランブル符号化部２ａの動作について図５を用いて説明する。データ通信用
ＰＯＮ制御部（ＯＬＴ）１から出力された１０ｂｉｔパラレル信号について、固定パター
ン検索部１９でイーサネット（登録商標）のアイドル信号であるＫ２８．５パターン（０
０１１１１１０１０）の検索を行う。スクランブル制御部２０では下り信号に対してスク
ランブル符号化を実行する。ただし、下り信号のアイドル信号部分に周期的にスクランブ
ル符号化を実行せずにそのままＫ２８．５パターンを通過させる。これは後述のＯＮＵ側
のシリアル－パラレル変換部１１が同期を取るためにＫ２８．５パターンが必要であるた
めである。スクランブル符号化された下り信号はパラレル－シリアル変換部３でパラレル
－シリアル変換されたのち、光送信器４にて電気－光変換されＯＮＵへ伝送される。
【００１９】
　一方、映像用の信号は、実施の形態１と同様に、映像信号用ＰＯＮ制御部（ＯＬＴ）５
から変調信号として出力され、光送信器６で電気－光変換されて波長λ２の光信号として
ＯＮＵに伝送される。
【００２０】
　これらの光信号は、光合波器３で波長多重され、図示しない光カプラを介して１芯光フ
ァイバ中を伝送する。伝送された光信号はＯＮＵ内の光分波器７で波長分離が行われ、デ
ータ用の光信号と映像用の光信号に分離された後、それぞれ光受信器９、光受信器１３で
光－電気変換される。
【００２１】
　映像用の信号は映像信号用ＰＯＮ制御部（ＯＬＴ）１４にて処理が行われる。光受信器
９から出力されたデータ通信用の信号はスクランブル復号化部１０ａにて８Ｂ／１０Ｂ信
号の１０Ｂ信号に変換される。
【００２２】
　次にスクランブル復号化（解除）の動作について図６を用いて説明する。光受信器９で
受信された信号はシリアル－パラレル変換部１１でシリアル－パラレル変換が行われる。
下り信号にアイドルパターンとして周期的にＫ２８．５パターンが挿入されているため、
市販のデバイスが使用することができる。パラレル変換された信号は固定パターン検索部
１７ａにてＫ２８．５パターンの検索が行われ、一致した場合は、後段のスクランブル解
除部１８ａにスクランブル解除無効信号を送信する。またその信号をスクランブルパター
ンのリセットに信号として利用することもできる。スクランブル解除をされた信号はデー
タ通信用ＰＯＮ制御部（ＯＮＵ）１２にて処理がされる。
【００２３】
　以上のように、この実施の形態２ではパラレル信号でスクランブル復号化を行うため、
処理速度の速い回路は必要ではない利点がある。
【００２４】



(6) JP 2010-22055 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

実施の形態３．
　以上の実施の形態２では、低速な回路でパラレル信号のスクランブル復号化を行うこと
を可能にしたものであるが、さらに、ＯＬＴからＯＮＵへ伝送される周期的な制御メッセ
ージを用いてスクランブル符号化およびスクランブル復号化を行うタイミングを制御する
ようにした実施の形態３を示す。
【００２５】
　基本的な構成は実施の形態２と同様であるが、図５、図６に示すスクランブル符号化部
２ａ、スクランブル復号化部１０ａの動作が異なり、これらがスクランブル符号化制御部
、スクランブル復号化制御部としての動作を行う。
　まず、スクランブル符号化の動作について図５を用いて説明する。ＧＥ－ＰＯＮシステ
ムではＯＬＴからＯＮＵへ周期的に伝送されるデータがある。そのデータのある部分は必
ず決まった値になっており、その値（所定の固定パターン）に対してスクランブルを実行
するとアイドルパターン（Ｋ２８．５パターン）になるようにする。そして、固定パター
ン検索部１９で、所定の固定パターンを検索し、一致するとスクランブル制御部２０へ検
索結果一致信号を送る。スクランブル制御部２０は検索結果一致信号を受信するとスクラ
ンブルパターンをリセットする。スクランブル符号化された信号は、パラレル－シリアル
変換部３でパラレル－シリアル変換され、ＯＮＵへ伝送される。
【００２６】
　次にスクランブル復号化（解除）の動作について図６を用いて説明する。光受信器９か
ら出力された信号はシリアル－パラレル変換部１１にてシリアル－パラレル変換される。
固定パターン検索部１７ａでＫ２８．５パターンの検索を行い、一致パターンが見つかっ
たタイミングで後段のスクランブル解除部１８ａへスクランブルパターンのリセットを行
う制御信号を送信する。スクランブル解除部１８ａでは入力信号に対してスクランブルの
解除を行うとともに、固定パターン検索部１７ａから制御信号が入力された場合は、スク
ランブルパターンのリセットを行う。
【００２７】
　以上のようにこの実施の形態３では、ＧＥ－ＰＯＮシステムで使用する周期的なメッセ
ージのパターンを用いて、スクランブルのタイミングを制御することができる。また比較
的小さな回路規模で実現が可能である。
【００２８】
　なお、上述のように、この発明の実施の形態１～３では、イーサネット（登録商標）の
フレームの場合を示したが、フレーム形式がこれに限られるものでなく、周期的な固定パ
ターンが問題となるものであればこの発明を適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】この発明の実施の形態１による通信方法におけるネットワークシステムを示す構
成図
【図２】この発明の実施の形態１による通信方法におけるスクランブル符号化部を示す構
成図
【図３】この発明の実施の形態１による通信方法におけるスクランブル復号化部を示す構
成図
【図４】この発明の実施の形態２による通信方法におけるネットワークシステムを示す構
成図
【図５】この発明の実施の形態２による通信方法におけるスクランブル符号化部を示す構
成図
【図６】この発明の実施の形態２による通信方法におけるスクランブル復号化部を示す構
成図
【符号の説明】
【００３０】
１　データ通信用ＰＯＮ制御部（ＯＬＴ）
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２　スクランブル符号化部
４、６　光送信器
５　映像信号用ＰＯＮ制御部（ＯＬＴ）
７　光合波器
８　光分波器
９、１３　光受信器
１０　スクランブル復号化部
１２　データ通信用ＰＯＮ制御部（ＯＮＵ）
１４　映像信号用ＰＯＮ制御部（ＯＮＵ）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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